
 

令和 3年度 

安芸高田市産前産後サポート事業 

  

 

妊娠中から産後に、日中の家事や育児の支援が必要な方のご自宅に 

ヘルパーの派遣を行います。 

 

１． 利用できる方 

① 安芸高田市に住所がある妊娠および産後 1年未満の妊産婦の方 

（双子の場合は、妊娠および産後 2年未満） 

② 家事や育児において、支援が必要とされる方 

 

２． サービス内容 

① 家事に関すること 

（居宅の掃除、衣類の洗濯、生活必需品の買い物、食事の準備や片付け等） 

② 育児に関すること 

（ミルク等授乳介助、おむつ交換、沐浴介助、兄姉等の世話等） 

 

３． 利用日程 

① 1回のサービスは 1時間～1時間 30分で、1日 2回までとします。 

② 産前産後合わせて 20回以内（双子の場合は 40回以内） 

③ 月曜日～日曜日、原則 8時～20時までです。 

 

４． 利用料金（1回あたり） 

※令和 3年度は利用料金の半額が助成されています。 

① 生活保護及び市民税非課税世帯 0円 

② 市民税課税世帯 250円 

  ※子育て応援券が使えます。（要申請） 

【お問い合わせ先】 

ネウボラ あきたかた 

（安芸高田市子育て世代包括支援センター） 

安芸高田市吉田町吉田 791番地 

 安芸高田市健康長寿課 

電話・お太助フォン：42－5633 

 

 

 


